
様式第1－1号
－悪デ7司

書支出証拠

習巧員
議員氏堰

政務活動費支出額(a×b)案分率仙）

1/1

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである
470円1㈹％470円

鑿理番号

経費項目 罐5W蹟研修費.広聴“､頚熊鞘鬮償･…･鮮昨鑓･閏s臆入費･…義甥濱･人件費

内 容 政務活動費資料郵送料

年月 日 令和4年5月 9日～ 年 月 日 金額 470円

目的

使途
郵送料

埋蘋1口割

県政との

関連性
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様式第1一r号．
整理番号 3-8-5-Z

書支出証拠

経費項目 ….研饒･広聴麟費･要諦瀞諦曠･雲･鮮H鱸･資*朧入費 ･事務費･事諦漬･人#債

内 容 御| |市職員年金者連盟会員との意見交換会参加費

年月 日 令和4年5月10日～ 年 月 日 金額 4000円

目的
年金受給者が抱える課題や要望を開き取り、数年度矛彰禧や質問に役立兀金

使途
意見交換会会費

政務活動・

認との

関連性

年金を始めとする潅筐福祉事業は県甦活のとって欠かせないものであり､局師有の王沽
福祉への対応は県の重要施策である｡

＜領収書貼付枠＞

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

慎梗書金額(a)

4,000円

案分率化）

1／1

1帥％

政務活動費支出額も×b)

4,000円



領収害
､

令和4年5月10日

様

金4， 000円

ただし、掛川市職員年金者連盟懇親会費用

上記、正に領収いたしました。 ．

掛川市長谷一丁目1－1掛川市役所内
為径か増田享大

掛川市職員年金者連盟

・長山崎腫男電



2〔た2年 6月8日（水)10: 12/畜積1,D: 11/文言番号740gS66gOO P BFROM増田たかひろ事務所

ダ

ダ－8-十一ユ

令和4年3月22日

静岡県議会議員増田享大様

掛川市職員年金者連盟

会長山崎恒男

言

p一堂

→ 廿 口 ｡

塚

令和4年度静岡県市町村職員年金者連盟掛川市支部総会の開催について

早春の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃は、当支部運営につきまして、ご指導ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、下記の日程により総会を開催いたしますので、公務ご多用とは存じますが、ご臨

席を賜りたくお願い申し上げます。県議におかれましては､ ,ご挨拶をいただきたくお願い

申し上げます。

記

令和4年5月10日 （火曜日）開催日1
＜

掛川グランドホテル 電話0537－23－3333

3階シャングリラ

場所2

受付

総会

講話

時間 13 : 00

13 ： 30～14： 20

14 ： 30～15 ： 00

講師静岡県市町村職員年金者連盟事務

演題未定

15 3 30～17 : 30

会費 、’…” 《男子) ’3鯏

3

懇親会

宣
ZI

1



様式第エー1号

書支出証拠

名・議員氏名自民…毒

劃又害貼付牢

Z309434
弓さ，、，、 些30943と

司叫匙

I

｜

’

_－－－壁型且」

経費項目 諏罰胃讃.研彦喪.広聴癖費.要諦瀞諦鱸･会議･資料{癖･資粥陶噴･事溌費･…人件費

内 容 事務所賃貸料

年月 日 令和4年5月13日～ 年 月 日 金額 56,100円

目的
政務活動補功を行う事務所賃貸科

使途
令和4年4．5月分賃貸料･水道料

政務活動

県政との

関連性

飼佼書金額血） 一

112,200円

一
一
”

50％



様式第1－1号

雨5テ同

書支出証拠

自民…藷議員氏采

整理菅 号

経費項目 …露･研霊･趣診･要諭挿諦婚･会議･資料織費･鮮朧入賢･事豫費･顎銅漬･人件費

内 容 県政報告用資料作製費

年月 日 令和4年5月14日～令和年 月 日 金額 1,550円

目的
県議会定例会の審議状況や県政の諸課題に関する情報を広く県民に広報する為

使途
リニア関連資料コピー代

政務活動・

県政との

関連性

リニア大井川水問題は県の重要課題であり､その状況を県民に伝えることは最も重要な沽

動である。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収包誉金額⑦）

1,550円

案分率化）

1/1

100％

政務活動費支出額也×b)

1,550円



二様式第1．－1号

書支出証拠

選挙区検討委員会打ち合わせ
沸噸目的

霊寶言茄薪零頭而需諏画1640×2)
使途

県議会選挙区に関してである政務活動・

県政との

関連性関連性 ｜

く領収書貼卜解＞
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領収書金額③案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである
3,280円1㈹％

3,280円

整理番号



様式第1－1号

F~E~]

書支出証拠

議員氏堰

識職MWH･ '"､･g｡E.f. ､i:． ， : j w , ,,
mlll 凍肝” 弓ざ’MSMI

錘 番号

経費項目 …･研修費･広聴広識･霊紺靜瀧漬･鐸･資料f癖･資串臓入費･事溌費･事翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和4年5月16日～ 年 月 日 金額 3,280円

目的

使途
交通費(JR新幹線:"l l駅仁瀞岡駅@1,640×2)

政務活動

県政との

関連性

■ 県管理河1lに関してである

＜領収謹占付枠＞
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回数券6枚綴り 3 ． L卜枚目使用

領収証の原本は3-8-F-5に貼付
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3,280円
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様式第1－1号

司雨ｱｰ］

書支出証拠

議員氏宅会＃罐

轄理番号

経費項目 …･研修費･広聴広識･霊蹴鞠露･会議費･資料ｲ鱸･燭s朧畷･事鑑･藷銅溌･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和￥年5月18日～ 年 月 日 金額 1,410円

目的
議案説明

使途
交通費（東名御I IIC今静岡IC@1,410)

政務活動・

県政との

関連性

県議会において審議する議案に関してである
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1,410円

1/1

1帥％ 1,410円



様式第1－1号
整理番号 1 3-8-5-8'

支出証拠書

絵派名・議員氏名自民改革会議盲増田享犬）

経費項目 高踏6畷.研修費.醗広霧.野諫瀞鱸･会議･資粥H鰄費･資*臆入費･事藷･…人件費

内 容 事務所電気料

年月 日 令和4年5月18日～ 年 月 日 金額 3,081円

目：的
挫4壷1口副』1嗣函廷1Jノ宇可力〃I堅墨vrl

使途
令和4年5月分

政務活動．

県政との
同月二古肝+号 ’ I
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雷兼受領証
’
５
－

畠|令和4年5月分に使用

(振込金受領証)(040511 ）

…F湿万壼石恵三司
期H 4月8日～5月10B (日程06川

お支払鯛日は=詞です。 お支払期日を過ぎてお支払いいただいた堀合は､

ま

延滞利息(年利10%)を､お支払いの日以降の料金とあわせてご謂求いたします｡

本
証
に
よ
り
当
社
の
集
金
員
が
集
金
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

裏
面
も
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

ただし､ご康庭や商店など低圧の電気をお使いいただいているお客さまが､お支払期日の翌日から

10日目までにお支払いいただいた鑑I虫延滞利息を字し罫ません。

弘込用脹の有効嬬隈朧F丙扇面となっております．
中部電力ミライズ株式会社カスタマーセンター

L (ゆうちよ銀行）

一

’

金額
声宇~『 百＝函亘。画

6

E

1

ロ

6 2 ’ ’560円

ご依藏人氏名

増田享大様

お客さま番号･契約種別 容量 ご使用型 卜顯今額の内訳(円）

■■■■■■■■■■■■■

従皿電灯B

A

60

kWh

’ ’163

1 1

’ 61162

｜ ’

l l | I

h

I

日 附 印

エー、

0570－048再155

(携帯電話･PHSからもご利用いただけます｡）

案分の理由

後援会活動を含むため

按分する

俵 収…い）

6,162円

案分率化）

1／2

50％

政務活動費支出額も×b)

3,081円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議･増田享大）

「

【)OOFL

1
Ⅱ

肴赤n4歪1号拝

］4年5月19E

]正に領収いた

Ⅱ

I

｜ ’

経費項目 "･w修費･広聰癖費･要隷朧轆轆･会議･資料{露･鮮騰入潰･事務費･事翻漬･人件費

内 容 御' |観光協会大須賀支部総会股"ﾂ癖乳会､ (穂乳女換）

年月 日 令和4年5月19日～ 年 月 日 金額 2,000円

目的 引却州露ﾜE侭一八巽冥ふぐ司添蓉=1XW.特芥乳/A(-旋久叉{茨ノ

使途
会費

政務活動．

県政との

関連性

御| |観光協会は､飲食･旅行業を始めとする観光振興に資する事業者の団体であり、県に

価観光振興基本計画があり騨意見交換を通じ質問に役立てる･

ぐ得百I1V聿且上付＊空く領収書貼付枠＞＞

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領梗豐書金額(a)

2,000円

案分率(b)

1／1

1“％

～UH一塁へ胃癌、ｰﾏ ｰ曹"

2,000円



2〔髭2年6月8日(水)10: 11/害積10: 11/文言番号7409366900 P 1

g-8-f-ソ＃
0M増田たかひろ事務所

、

､

令和4年4月26日一

県議会議員増田享大様

掛ﾉ l l観光協会大須賀支部

会長内藤澄夫

掛川観光協会大須賀支部総会及び懇親会について

拝啓、時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃より観光行政ならびに当観光協会事業の推進につきまして、格別の御理解を賜り厚くお礼申し上

げます。

さて、当観光協会は大東・掛川観光協会と統合し17年目を迎えましたが、大須賀支部として活動を

継続して参りますので、引き続き貴職の力強い御支援をお願い申し上げます。

つきましては、令和4年度総会を下記日程により開催いたしますので、御多忙のところ誠に恐縮です

が、御出席いただきますようお願い申し上げます。

また、総会終了後は新型コロナウイルス感染対策を徹底したうえで、懇親会（会費制）の開催を予定

しております。

なお、新型コロナウイルス感染状況によっては、総会および懇親会を中止または変更する場合がござ

いますますので、御了承ください。

記 、----、 、

’4万
1 日時 令和4年5月19日 （木）午後6時～ （受付午後5時～）

癖2会場 八百甚（中本町) TEL:0537-48-2008

3件目 （1）令和3年度事業報告（案）及び収支決算（案）について

姥〃J《
（2）令和4年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

（3）令和4年度掛川観光協会大須賀支部役員会改選（案）について

衿
（4）その他 、

4懇親会 ・ 1人2,000円の会費をお願いいたします。

錘蕊I参篭藤馨轍ぁ御迩…願いいたし童す
電話･FAXは下記のとおりです。

ぐ

参｡ざ1 一
一I

掛川観光協会大須賀支部

事務局■■■■■■
電話：0537-21-1121

FAX:0537-21-1164



様式第1－1号
雲里番号 I 3-8-5-／〃

書支出証拠

I

政務活動費支出額(a×b)案分率⑤

1／1

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである
1,870円1“％1,870円

ﾄ

ﾚ

1

’

経費項目 ….研修費･広聴鰯費･霊織籍騨･会議･資料ｲ癖･鮮朧入溌･事蒲漬･謡銅漬･人ｲﾘ費

内 容 日本赤十字社訪問

年月 日 令和4年5月21日～ 年 月 日 金額 1,870円

目的
口一J､｢ゴートエ日ｵ41凹到マーヘロ】JwJ'再』

使途
交通費（東名御I IIC<弓静岡IC)

政務活動

県政との

関連性

9 知事が代表の団体であり、ウクライナ人j…r古勤の;灰I加詞可宜こめ○｡
〆
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様式第1－2号
鑿琿番号 1 3-8-5-"

支出証拠書（各種団体会費）

一

経費項目 …ニーツ14…”ツ！ ローーノ式

内 容 郷| |市子どもの読書活動を考える会年会費

年月 日 令和4年5月21日～ 年 月 日 金額 1,000円

会の趣旨｡

目 的

同会は､子どもの健やかな成長を願い､子どもの読書活動の推進を図ることを目的とする。

会の活動

内容等

子どもの読書の実態や環境に関する調査･研究、学習会の尉崔、情報収集と提供、その池

子どもの読書環境の整備と推進にかかる活動。

政務活動。

県政との

関連性

県の教育方針には、子どもの読書活動の推進が目的とされており、県立や各学校等の図書
館の環霊備は県の責務である。

く領収認付枠＞

4

'

0

1

I

I

｜
h

※添付書類:“万襄國 の他（ ）

籍‘,考:参曽田享大

領収証

令和4年夕月d/B

Z2増田一薑太桂

¥ 1, 000*
但 令和4年度 会費

卜記令額正に領収しました

掛川市子ども 会

政務活動費支出額(a×b)

1,000円

1/1

1m％ 1,000円
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第3号議案 令和4年度掛川市子どもの読書活動を考える会役員(案）
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I
掛川市子どもの読書活動を考える会会則

名称

第1条この会は、 「掛川市子どもの読書活動を考える会」 と称する6I

’

本拠・事務局

第2条この会の本拠・事務局は、下記とする。 （事務局長宅）

目的

第3条 この会は、子どもの健やかな成長を願い、子どもの読書活動の推進を図ることを目的とす

る。

読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、思考力や表現力を高め、創造力を豊かな

ものとし、社会の一員として、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことので

きないものである。これらの計り知れない価値を認識して、読書環境の整備など読書活動に

関する諸問題に取り組み、子どもの読書活動の推進に寄与する。

’

事業

第4条この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1掛川市立図書館、保幼・小・中・高等学校、福祉施設、公民館、地域生涯学習センター、

その他関係機関等と連携し、子どもの読書環境を整え、読書活動の推進を図る。

2子どもの読書の実態や環境について調査・研究を行い、提言する。

3子どもの読書に関する学習会を行う。

4読書活動に関する情報の収集および提供を行う。

5その他、この会の目的を達成するために必要な事業。

I

1

1

会員・会費

第5条この会の会員は、次の資格を有し、会費を納入するものとする。

1 この会の目的に賛同し、会の行う事業に参加するものをもって会員とする。

2会費は、年1, 000円とする．

-5-

役職名 氏名 役職名 氏名

巨
涯

今
云 土井幸弘 事務局員 ■■■■■
＝Ⅱ 『 ハ ー

gll会長 ■■■■■■■■■
壷司’7 事務局員
‐
■■■■■■■

事務局長 ■■■■■■■
Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■一ﾄl

事務局員 ■■■■■■

事務局員 l■■■■■■■■■■ 彗計） 事務局員 l■■■■■■■■■■■■

事務局員 ■■■■■■■ 監事 ■■■■■■■■

事務局員 ■■■■■■ （会報） 監事 ■■■■■■■■■

事務局員 I■■■■■ 顧問 ﾛ■■■■■■■■■■
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役員

第6条この会には、次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 事務局長1名 事務局員若干名 監事2名
なお顧問を置くことができる

第7条役員は、年度の最初の総会において、会員より選出する。
第8条役員の任期は、 1年とする。ただし、再選は妨げない。
第9条役員の任務は、次のとおりとする。

1会長は、この会の業務を総括し、この会を代表する。
2副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
3事務局員は、 この会の事務を行う。

4会長、副会長、事務局長、事務局員で運営委員会を組織し、会の運営を行う。
会議

第10条総会は、年1回開き、会長が召集する。運営委員会は、必要に応じて会長がフ必要に応じて会長が召集する。

条
１
２

１

計
１

会
第 この会の会計は、次の通りとする。

この会の事業に要する費用は、会費・寄付金をもってあてる。
妄の今の今計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。この会の会計年度は、

会則の発効
5年12月6日から効力を発する。この会則は、平成15

平成16年5月15日

平成17年5月14日
平成30年5月13日

第12条
一部改正

一部修正

一部改正

’
’
’
１
１
．
０
１
９
０
０
１
１
。
９
１
．
０
１
１
Ｌ
卜
９
０
Ⅱ
１
１
１
今
Ｉ

-6‐



様式第1－1号
3-8-5-{2轄理番号

書支出証拠

派名・議員氏名自民改革会誇

経費項目 "W讃.研修費･蝿広報費･歸謝誇括鱸･霊･資料癖…事溌費｡謡銅濱･人艸賓

内 容 家の光図書購読料
，,ク質／

年月 日 令和4年5月23日～ 年 月 日 金額 一筆霧1円

目的

使途

政務活動

県政との

関連性

令和4年度職料． （@629円×6ケ月十，922円×,tケ月分+@1,027H)

農業生産･農村振興に関する情報を収集し本県の主要施策である農業振興に関する県政の
施策展開の参考とする

＜領収書貼付枠＞

７

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

凡クセ／

案分率率(b)

1／1

1帥％

政務活動費支出額い×b)

ヌク〆／

毛ﾃ8鶏円
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1つ握込依軸勘に記載相違等の不価があった場合には.照会等のため振込が遅延することがありますのでご了承ください｡
c憩侶幟器､回撚の障害等やむを符ない事由によって振込が遅延することがありますのでご了承ください｡
｡この源込金受副謹(兼手錐料受即器)は-振込ができない場合などに必嬰となりますので．ご依頼人が大切に保管してください｡
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FAX送信
＝

不

FAXO537-21-2707

ZI :iI H/11/i0/ZZOZ鰡臘VILI69-CL-LC90I瓢ⅦZOO/100 .J

送信日 令和 4 年 4 月 11 日

増田亭大様

送信枚数 1 枚 （送付書含む）

発信者 遠州夢咲農業協同組合組合員ふれあい室■■
〒437-1593静岡県菊川市下平川 6265

TELO537-73-6997 FAXO537-73-6917

いつもお世話になっております。

『家の光』につきましてご購読いただきありがとうございます。

下記の通りご購読代金についてご案内させていただきます。

記

1．購読代金のお振込みについて
ユ■Ⅱ■一一戸一酉一一ゴーーーーーー－－』－~宕可Ⅱ■FD■h■■■Ⅱ■■■阜再ﾛ■＝一一一画一一一再一一一面~＝ロﾛ■■■■■■■■■■q■ﾛ■ｰピーーーーローーーーーーーーーロ■F1■戸ロﾛ■｡■｡■＝■■1■Ⅱ■~一一一一ーー＝ーｰ戸

＊1年分購読代金9,411円(R4.5月号～R5と4月号）

629円(2.3.68.10.11月号） 922円(1.“7.9月号）

1,027円(12月号）
1 ，

孫耳･蛍可沁

※乳合計9.411円一
U

9”（砿.4鯛)二9/48？i可

■■＝二 回■■一一■一一画一一一一‐茸I■Ⅱ■再■■ﾛ■ﾛ■｡■■■Ⅱ■』■ｰ再ﾛ■－－－－画一一一＝ー‐Ⅱ■■ロー＝4■Ⅱ■Ⅱ■幸ﾛ■U■d■｡■＝ピヨーーロー一ーーーーー■■U■ﾛ■q■I■q■ー戸U■■■■｡■｡■ーーー■一一ー

･振込み先 遠州夢咲農協本店

･口座種類､番号 （その他)別段貯金0005266
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よろしくお願いいたします。
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経賢項目

内 容

鯛劃蹄･研馴殿･固蝿･蒔鰊朧細峨 ･会識･"H癖…調綬･轆藏･州我

家の光図“詞s卜

年月 日 令和3年4月 5日～ 年月 日 金額 3741円

使途 令和3年度購読料(@629円×6ケ月や822円×『ケ助呼'"/'割ヅノYII''"

政務活動

県政との

関連性

施策展開の参考とする

＜飼腫書貼付枠董.秘軒傭一心矛，，雅随･ ﾀ‘門喧う1.塁りう

人
廷
Ｉ

’1

《声徹仏舳者/分、

″
Ｉ ｣-シ円

}｣単！ ＜

グロー画 一一元

全て政務活励にかかる

ものである

領Ⅸ書金額③

9,Ml円

案分率⑥

1／1

1伽％

政務活動費支出額也×剛

9,741円
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FAX送信 票
FAXO537-21-2707

送信日 令和 3 年 4 月 1 日

増田享大様
Q

送信枚数 1 枚 （送付書含む）

発信者 遠州夢咲農業協同組合組合員ふれあい室 ■■

〒437-1593静岡県菊川市下平川6265

TELO537-73-6997 FAX0537=73-6917

いつもお世話になっております。

『家の光』につきましてご購読いただきありがとうございます。

下記の通りご購読代金についてご案内させていただきます。

三コ
Ru ,

1．購読代金のお振込みについて

R3.4月号と5月号からのご購読についてご入金をお願いいたします。

*R3.4月-号代金 922円

＊1年分購読代金 9,411円侭3.5月号～R4.4月号）
／

629円(2.3.6.8.10.11月号)"22Pj135"頭号）
1,027円(12月号）

、一一一一一

蕊，合計-10-333巴

､振込み先 遠州夢咲農協本店

､口座種類､番号 （その他)別段貯金0005266

二
戸

一
垂

一
一

手
一

一
一

一
一

Ｂ
一
ｑ
一

一
一

一
】

一
一

一
一

一
一

一
一

雪
一

一
一

口
一

壷
一

ヨ
ー
一

咋
一
準
一

》
》
・
一
》

一
淀

画
一
、
○

一
一
Ｗ

》
一
し

一
扇

》
一
》

一
｛



様式第1－1号

司誘テﾌ詞

書支出証拠

会派名・議員氏堰

〆

整理番号

経費項目 溶罐.研鍛.広聴“･霊蹴鞠爵婚･霊･鮮昨殿…事誇･事翻漬･人f積

内 容 日本農業新聞購読料

年月 日 令和4年5月23日～ 年 月 日 金額 32,026円

目的
〃～■ー一ゴー■マーマーロ－一三 ■~ ■

使途
令和4年醸謡+(＠2,623円×12ケ月分）

政務活動

県政との

関連性

■ 農業生産･農村振興に関する情報を収集し本県の主要施策である農業振興に関する県政の
施策展開の参考とする

＜領収書貼付枠＞

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領淑書金額瞳額⑮）

32,026円

案分率⑤

1/1

1帥％

政務活動費支出額(a×b)

32,026円
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｡お振込金額のうち決済未確認の小切手は､上記のとおりです

が‘万一不渡りとなったときは.この振込を取り消し､小

手は.権利保全の手続をしないで当店において返却します"

、L
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『｣振込先金融機関へは､お受取人名のほか貯金獅目･口座番号を通知します｡お畳取人名はカナ文字により送信します｡

心願込依帽碧に記噸目通等の不倫があった場合には､照会等のため振込が遅延することがありますのでこ了承くださいn

o潮僧職龍.回線の阻悪等やむを付ない覗由によって1偏込が遅延することがありますのでご了承ください｡

oこの振込金受即阻(弧手改料謬取諜)は､振込ができない鳴合などに必要となりますので.ご依頼人が大切に保管してください｡

1-振込ができない場合は､ この手数料のほか､別途手数隅がかか愚場合があり歌すのでこ了承ください｡

印紙
（2“円）

組合員または
振込金十手数料
5万円未満は
非課税

」
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FAX送信
壼
一
示

GI :fI H/11/ｳ0/ZZOZ燗卿ILI69-6L-LE90:鋼ⅦZOO/ZOO 'J

送信日 令和 4 年 4 月 11 日

増田享大様

送信枚数 1 枚 （送付書含む）

発信者 遠州夢咲農業協同組合組合員ふれあい室■■
〒437-1593静岡県菊川市下平川 6265

TELO537-73-6997 FAXO537-73-6917

いつもお世話になっております。
ログ一 ■ b Ib ▲ ■ ■ローーーゴーーーーローローーーーーー－一ロー一ーー一一画＝■一ロー■一画一一一一＝ー一口一一戸ｰー面PR園ヨーロ■Ⅱ■Ⅱ■コローーロ■ﾛ■■ー＝■■ﾛ■ﾛ■】■h■■■■■Ⅱ■ロロ■■■■､■

｢日本農業新聞｣をご購読いただき､ありがとうございます。

下記の通りご購読代金についてご案内させていただきます。

記 ，

1.購読代金のお振込みについて

R4.4月からのご購読についてご入金をお願い致します。

＊1ケ月弓2,623円

O

＊1年分購読代金31,476円(＠2,623×12ケ月）

･振込先 遠州夢咲農協本店

･口座種類､番号 （その他)別段貯金0006624

フリガナジェイエイエンシュウユメサキ｢ニホンノウギヨウシンブン」

･口座名 JA遠州夢咲｢日本農業新聞」
上ﾛ ﾛ Dと ■＝＝ローローローq－－－－■一一一一～~再毎一＝ﾛ■ﾛ■■q■■■■Ⅱ■■■戸＝ﾛ■■q■ユロ■■画一■－＝一ｰーー一一一一口一一一ー＝■一■一■ーｰF同内面■■ﾛ■■■■■ﾛ■■■ﾛ■■■

以上､宜しくお願い致します。



様式第1－2号

弓嘉子両

支出証拠書（各種団体会費）
匡手員堀

JPL、
如司「

掴口醗

■
■

整理
bロ

'万一

経費項目 <詞蚕壷費>研修費

内 容 Wil倫理法人会年会費伶和4年4月へ令和5年3月分）

年月 日 令和4年5月23日～ 年 月 日 金額 120,330円

会の趣旨。

目 的

会の活動

内容等

倫理法人会は、企業経営者が経営倫理を顎)､鐸が発露~ることによってI目本眉U生」を

目指している。全国各地の企業経営者や諸団体のトップらが会員として入会し、会員相互
の勉強会』や資*醍供により、社会情勢等について知識の向上と理解の増進を図る。

会員を参加対象とするモーニングセミナーの開催､並びにテキストの配布､経営者の集い、
－、､"-.凹邑 ﾛ ｰ昼皇一子＝壱 － 面 孝鐸一Tq－ザ

挫唾1口…

県政との

関連性

年YｰrJ,FTﾏﾉｺ画ェ不一不p9J〃-01』切坐一Nu′ｰ円冒／、 '1 ~〆』画ニーロクロ ー 0 ，ーー竜一一一.一一一ー‐

通じた意見や提言を聴取し、県の施策展開や鐸の質問に役立てる。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額b）

120,330円

》
必

⑥

1“％

政務活動費支出額(a×m

120,330円



難麓溌蓋誌縦識
や刑巫駆件などiﾆづいては､当所足ぴ本会

。 ’』｡ .. .隈一 ・ ’

倫理法人会規程 "11条

(緯Ⅲ）

輔 1 条 本山程は､一般卜kIM法人倫皿研祀』ﾘ『 （以F脳所｣と称す)の定扶にもとづき、
岱皿法人会(以下『本会』と様r)の鮒嘘・迅甘などに脳するqjpIIを定める‘,

都2条 木皿呪の､雌は､当所愉任列JI1会の砿出'二よるc

(巡虚）

第】2条

(t】 的】

応3条 木会は､実1『によってばち'二正しきが証岨で色乃純粋憧理を醍底に､ f舗津）
自己軍新をはかり､ ･C,の経徹をめざす人々のﾈｯﾄﾜｰｸを拡砿共蝿上生の輔
神に則った他全な籍栄を実現し､地域社会の発展と美しい肚界づく I〕に例畝する
ことを目的とする、

姉13条

【活動）

節 且条 本会は､航粂の目的を迷成するため､以ドの僑動を行なう｡
’，伐理挫首の普及0

2.低理経竹にもとづいた各皿ｾﾐﾅｰ､甜減会などの閲陛｡
3.宿士教育ｾﾝﾀｰでの各強セミナーの受榊推進｡
4，その他目的を達成するために必婆な活動。 龍14条

(会貝】

第 5条 本会の摺成貝は汰に定めるものとする｡
【l〉 当所正会員で本会に丑録した者

（2】 当所一般会員で本会に登録した者

2．本会の目的。活動に我同し､申込番と会愛を淫えて提出し,理乎会の承淫
を得たものとする毎

会捜は次のとお'〕とする。月面1n l."円(何口でも可)､
既納の会圃は､いかなる理由があっても､これを返還Lない°
輔5条の会我Iま、法人会計に充剖する｡
会貝は次の泌合、退会とする｡
’･会貝からの申し出によるとき｡
2.会貝である法人が解散したとき。
3－除名きれたとき｡

4－第6灸'二定める会yRの納入を3カ月以上届禄封必,一定間日を定めて鈷入二 一ローーーロー一士1､八歳h÷坪ロ可

条
条
条
条

６
７
８
９

第
第
第
郎

(役職）

第15条

わらず､その期日までに瀞納会斑を納入

ら会員である資格を失い､本会を退会L
今】すべき旨の催告を受けたにもかか劃

、その期日の翌日か

す。

いずれかに誼当する

ことがfgる管

ときは､社員忌会の議決によって､理栗

反したとき｡麹Iに週

畷=←
令律一 ■■ 一一 q

竃、・・ ・ ． Y

;丁Fg puU '.｡. 』

ロ ー
▼ J

j f J , ． 44 4
6－刑耶郡曇原nl]名とし､ 3千社以上は2名以内を必要に応じてぼくこ

とができる。

7．監 正1－2名

8．地一区匹各地区】名

9･剛地区提各地区1名に限り侭〈ことができる｡

1千社を"える祁遊府雌､ もL<は広域地域ではH1WW性化
のため地区を紐識できる｡.地区は51n位侭理法入会をもって
罰I鼠するが､ j也埋事慨を琴位して3叫位倫理法人会でも可と
する。

10．各愛貝長1名

11.各副姿貝長 1名に限りmくことができる｡

12、相蔽役必要に応じて元会長よ1)複改名髄くことができる．

13. RI IR】必要に応じて3名以|勺世くことができる｡

単位借理法人会には､以下の役睨者を価く･

1．会 長1名

2.副会･長2名以内

3.専任幹耶 1名

4.副専任幹事 1名に限り低くことができる｡

5‐那覇災 1名

6．副郡称長1名に限り衝くことができる｡

7．監 査 l～2名

8．幹 耶10名以上をH〔則とする｡

9.相鮭役必要に応じて元会長より3名以内砥くこと邪で営ろ･
10_顔 間3名以内肚〈ことができる｡所騨の立腹を妨げない｡
本会の全役職君の任期は1年とし､葡任は妨げない｡ただし,会長力噌任する

泌合は原則として3年を風皮とする｡

本会の全役哩者は､原則として一人一役とL､他の役喚との並務はできない。
本会の全役騒者は､莚陛倫理の会の全役駁との差務はできない｡
本会の全役職者は､以.lrの刷目に該当した糊合､役威を取り消す｡
1．当所の名菩を偶つけた朋合,

2．本会の亜営・僑動を妨げた場合。

(捕則）

節26条 じ蕊騨蕊鰯駕霧W蕊鏡罵麗鱸
行為、宗教・政治活動の勧鯨及び普及活動の妨げとなる活動も同禄とする･
役蔵者及び会員が､公喚退挙に立候補する鑑は下配の点に留意するﾟ
1.投威者で選挙に立侯袖する者は、公蔵選挙の公示日より投票日まで辞令を

肺27条

勺 垂邑 ･ ･

.-発行老預かウとする｡･･

2.本会の投段者及び会員は､当所の紐繊を通して狩定の候補者の逓挙応援を
してはな‘らない｡た起し個人的に応扱することは差し支えない｡

3.立侯袖者は｢差信者ﾓｰﾆﾝグセミナー｣や各租ｾﾐﾅｰ･爾波会など当
所の賭会合において､選挙運動をしてはならない｡

(附則）

[改定実施日］

第28条 この規租は､､一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及
び公益財団法人の浬定錨に関する法律の締に伴う関係法律の蕊備等に関する法
律第121条第1項において読み替えて準用するl司法第1"条第1頂に定める一般法
人の詮立の盗記の日から施行する｡

節16条

沿革

制 定

改 正

平成痴年9月2日

平成泌年11月22日

令和3隼3月幻日

一部改訂

一郎改町
節]7条
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令和4年3月 11日

亨大様静岡県議会議員増田

拝啓軽暖の候、貴殿ますます~ご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は掛川市倫理法人会活動に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、掛川市倫理法人会の会費（1年分R4年4月～R5年3月）をご請求させて

戴きます。

御手数をお掛け致しますが、お振込の程よろしくお願い致します。

敬 目
堯

記

島田掛川信用金庫桜木支店

普通預金0217463

掛川市倫理法人会事務局代表ロ■■■■

120， 000円 （誠に恐れ入りますが、振込料は貴殿にて

ご負担下さいますようお願い申し上げます）

◇振込先

名
金

◇
◇

義
額

以上

静岡県掛川市倫理法人会

会 長 兵藤敦志

く事務局〉

〒436-0224掛川市冨部251－1

TEL.0537-62-3658 FAX､0537-62-3655
I



様式第1－1号

雨言うZ可

書支出証拠

議員氏宅

…戸~｢~~碩一庖丁 ｜ 案分率⑤ ｜政務活動費支出額(a×b)
1/1全て政務活動にかかる

2,820円ものである ’ 2,820円

整理番号

経費項目 …･研修費･広聴“･蕊謝誇鰯漬･雫･資料I需・ 静臓）費･藷鑑･藷霧漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和4年5月26日～ 年 月 日 金額 2,820円

目的
』＝一TIu画〆

使途
交通費（東名郷IIICくこ瀞岡IC@1,410×2)

政務活動

県政との

関連性

選挙特に関してである
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様式第1－1号

書支出証拠

議員氏堰

案分率(b)

1／1

100%

－、■ ～.

政務活動費支出額(a×b)劉又書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである
2,820円2,820円

経費項目 …･研修費･広聰広調賢･蕊調隷鱸･会議･資料{露･鮮臓入費 ･事憩涜･義甥讃･人ffa

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和4年5月27日～ 年 月 日 金額 2,820円

目的

使途
交通費（東名御I IIC今調間IC@1,410×2)

政務活動・

県政との

関連性

県管理道路に関してである

＞

■

己
■
。
。
。
－
戸
、
ト
ー
の
の
一
○
１
吋
◎
㈱
町
津
里
晨

書貼付枠領収

○
○
１
ｍ
“
、
一
三
。
。
’
言
ぺ
印
祁
昂
臣
①
一
Ｉ
⑩
－
１
国
雅
凶
丹
侶
回
扣
岬
唾
泉
臨

、
↑
Ｉ
の
－
１
Ｎ
霊
凶
号
悟
凹
扣
押
壁
最
瞬
隷
猟
積
巻
雲
泗
園
恒
骨
、
号

葬
猟
積
老
空
狸
瞬
恒
長
ｍ
丹

・
や
Ｐ
囑
夜
訳
○
Ｆ
丹
震
庫
裂
，
塑
墹
雲
蝉
隅

一
一
口
一
■
画
一
一
一
ロ
ー
■
》
恒
一
一
一
厘
垣
一
心
唾
、
叶
卜
囚
蜜
臣
疾
呼
◎
卜
山

皿
旧
出
卜
酎
塵
窪
桟
拝
◎
ト
山
直
妾
１
忘
佃
雲
ロ
ペ
ー

三
垂
Ｉ
渥
領
宴
ロ
ペ
ー
曇
武
念
）

（
妄
蜑
）
’
○
一
可
《
一
計
頓
事
止
姻

Ｉ
Ｏ
Ｆ
吋
・
宕
斗
頓
菜
仁
姻

頓
津
卿
冊

牟
寸
、
咋
勗
一
画
ト
“
皿
、
叶
国
劃

（
妻
忰
）
ｍ
ｍ
ｍ
ｏ
１
ｍ
Ｎ
甲
Ｉ
ｄ
ｍ
ｏ
Ｊ
山
」
，

起
価
扣
伽
穐
二
禅
異
樺
型
旺
堅
Ⅷ
標
嘩
津
田
判

ａ
Ｎ
Ｎ
ｌ
Ｎ
Ｎ
の
’
○
Ｎ
一
○
ミ
キ
ヤ
軸
Ｉ
「
一
隅

ｌ
や
入
型
船
約
抑
縄
將
、
号
・
制
逼
呉
如
誼
鴇

臣
詮
在
頓
菜

伽
留
日
如
囲
雪
附

・
参
扣
担
〉
ド
、
］
掛
匙
回
ｌ
さ
白
涯
伯
藥

学

長
ｍ
号

ｏ
ｕ
ｘ
山
Ｚ

。
や
冊
三
和
Ｍ
小
型
系
二
侶
圧
濤
叩

頓
津
蝉
冊

牟
○
蝕
営
⑩
戸
、
卜
国
皿
四
叶
国
劃

（
冥
岼
）
ｍ
ｍ
ｍ
ｏ
－
ｍ
唖
Ｎ
１
園
ｎ
ｏ
１
皿
卜

型
冊
絢
伸
穐
二
暑
晏
稗
皿
一
旺
箪
刀
輔
印
嘩
畏
斗

口
画
刷
ｌ
ａ
凶
①
Ｉ
Ｃ
Ｎ
一
○
ミ
キ
ヤ
軸
・
』
「
一
、

Ｉ
や
八
早
刑
扣
伸
穐
長
、
丹
・
通
ね
黒
佃
亜
紀

三
玄
碇
頓
妻

伸
冊
Ｈ
如
旺
言
貯

今
二
扣
裡
〉
脾
、
一
掛
逢
皿
Ｉ
埜
Ｐ
忘
担
葵

９
斗
離
参
、

。
や
品
二
判
〃
小
召
員
一
鱈
旺
濤
Ⅶ

く

↑

I



様式第1－2号
奉冒T~1

支出証拠書（各種団体会費）

雲 :号

経費項目

内 容 大日本報徳社年会費

年月 日 令和4年5月27日～ ． 年 月 日 金額
クノ写り久

義e華円

会の趣旨.

目 的

そ公金何ｺ刈痙ﾉ､ソ、口…1函｡三V＆、邦1審ロメ4Wノロー、 少…1ｺ=＝､'･〆フ唖望 竺轌3.回''ｰ苧ン、 可下八F画一＝ず一一~

曉十ろこと左広める活動を行っている。

会の活動

内容等

毎月の常会や総会､適宜開催される勉強会や研修会､講演会の開催

政務活動．

県政との

関連性
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土

0

公益社団法人大日本報徳社定款
I

第1章総則 ﾛ

I

『

（名称）

第1条この法人は､公益社団法人大日本報徳社と称するI。I

I

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を静岡県掛川市に置くio
2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従た副事務所を置くことがで
きる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

I

第2章目的及び事業

（目的）

第3条この法人は､二宮尊徳の事績に学び､至誠､勤労､|分度、推讓； ，

「報徳訓」を旨とし、社会の向上発展に寄与することを1目的とする。

推譲を信条に、

0
1

（事業）

第4条この法人は､前条の目的を達成するため､次の事僕を行う。
（1）地域づくりに寄与する事業

（2）社会福祉に寄与する事業

（3）教育。文化・産業に寄与する事業
（4）環境保全に関する事業

（5）報徳に関する事業と啓発

（6）その他この法人の目的を達成するために必要な事業I
2前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする&

I

第3章社員
｜

I

（法人の構成員）

第5条この法人は次の者をもって構成する。
（1）社員 この法人の目的に賛同して入社した個人又は団体
（2）賛助社員 この法人の事業を賛助する個人又は団体I
2前項第,号の社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

“
１
．
０
■
ｇ
ｐ
Ｉ
６
Ｄ
。
。
■
。
■
■
・
’
１
．
５
０

Ｐ
ノ

１
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(以下「法人法」 という）上の社員とする。

（社員の資格の取得）

第6条この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込
みをし、その承認を受けなければならない。

（経費の負担）

第7条この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった
時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

（任意退社）

篦8条社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意
にいつでも退社することができる。

1

〈除名）

第9条社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によっ
て当該社員を除名することができる。

（1） この定款及びその他の規則に違反したとき。
（2） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
（3）その他除名すべき正当な事由があるとき。

（社員資格の喪失）

第10条前2条の場合のほか､社員は､次のいずれかに該当するに至ったときは、
その資格を喪失する。

（1）第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
（2）総社員が同意したとき。

（3）当該社員が死亡し、又は解散したとき。）

第4章社員総会

（構成）

第11条社員総会は、すべての社員をもって構成する。

（権限）

第12条社員総会は、次の事項について決議する。
（1）社員の除名

2
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(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分
(7)不可欠特定財産の処分の承認
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

篦13条社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催す
るほか、必要がある場合に開催する。

（招集）

第14条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づ1
日

き社長が招集する。

2総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、社長に対し、社員
総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求するこ
とができる。

（議長）

第15柴社員総会の議長は、会議のつど出席社員の互選で定める。

（議決権）

第16条社員総会における議決権は、社員1人につき1個とする。

（決議）

第17柴社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出
席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、吹の決議は、総社員の半数以上であって、総社員
の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
（1）社員の除名

（2）監事の解任

（3）定款の変更

（4）解散

（5）不可欠特定財産の処分の承認

（6）その他法令で定められた事項

）

３
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3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項
の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定
める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（書面による議決権行使）

第18条社員総会に出席できない社員は､議決権行使書をもって議決権を行使す
ることができる。 この場合において、その議決権の数を前条の議決権に算入す
る。この場合において、本条の規定の適用については、その社員は社員総会に
出席したものとみなす。

（議決権の代理行使）

第19柴社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を社長に提出し、代理人
によって議決権を行使することができる。

（議事録）

第20条社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成す

る。

2議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章役員

（役員の設置）

第21条この法人に、次の役員を置く。

（1）理事10人以上15人以内

（2）監事3人以上5人以内

2理事のうち1人を社長とする。

3社長以外の理事のうち2名以内を副社長、 1名を専務理事とする。

4社長及び副社長をもって法人法上の代表理事とし、第3項の専務理事をもっ

て同法第91条第1項に規定する業務執行理事とする。

（役員の選任）

第22条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2社長、副社長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特

別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事

についても同様とする。

4
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（理事の職務及び権限）

第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職
務を執行する。

2社長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その
業務を執行し、副社長は社長を補佐し、専務理事は理事会の議決に基づき、 日
常の業務に従事し、社員総会の議決した事項を処理する。

（監事の職務及び権限）

篦24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査
報告を作成する。

2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の
業務及び財産の状況の調査をすることができる。

（役員の任期）

第25条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時社員総会の終結の時までとする。

2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時社員総会の終結の時までとする。

3補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時ま
でとする。

4理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又

は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又

は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第26条理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

（報酬等）

第27条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対して

は、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報

酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

（損害賠償責任の免除)

第28条この法人は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことに

よる理事又は監事（理事又は監事であった者を含む。 ）の損害賠償責任を、法

令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

5
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2 この法人は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事と
の間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結すること
ができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条第1項で定
める最低限度額とする。

第6章顧問、参事、講師

（顧問）

第29条この法人に顧問を置くことができる。

2顧問は、若干名をもって構成する。

3顧問は、重要事項について社長の諮問にこたえる。

4顧問は、社員総会の承認を経て社長が委嘱する。

5顧問の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時社員総会の終結の時までとする。

（参事）

第30条この法人に参事を置くことができる。

2参事は、若干名をもって構成する。

3参事は、運営に関する事項について社長の諮問に答える。

4参事は、理事会の承認を経て社長が委嘱する。 ．

5参事の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時社員総会の終結の時までとする。

（講師）

第31条この法人に講師を置く。

2講師は、若干名をもって構成する。

3講師は、報徳思想の普及のため、講演及び社員の指導に当たる。

4講師は、理事会の承認を経て社長が委嘱する。

5 講師の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時社員総会の終結の時までとする。

第7章理事会

（構成）

第32条この法人に理事会を置く。

2理事会は、すべての理事をもって構成する。

6
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（権限）

篤33条理事会は、次の職務を行う。
（1）この法人の業務執行の決定
（2）理事の職務の執行の監督

（3）社長、副社長、専務理事の選定及び解職

（招集）

第34条理事会は、社長が招集する。
2社長が欠けたとき又は社長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（決議）

第35条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事
の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の
決議があったものとみなす。

（議事録）

第36条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す
る。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表
理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。

館8章資産及び会計

（基本財産）

第37条この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1及び別表第
2の財産は、この法人の基本財産とする。

2基本財産は、社員総会において別に定めるところにより、この法人の目的
を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本
財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするとき
は、社員総会の承認を要する。

3 別表第2の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

（事業年度）

第38条この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まりその年の12月31日に終
わる。

7
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（事業計画及び収支予算）

第39条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを
記載した書類については､毎事業年度の開始の日の前日までに､社長が作成し、
理事会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終
了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

"40条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内
に、社長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時
社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第
3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
（1）事業報告

（2）事業報告の附属明細書
（3）貸借対照表

（4）正味財産増減計算書

（5）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（6）財産目録

2第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また従たる事務所
に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事
務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
（1）監査報告

（2）理事及び監事の名簿

（3）役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
（4）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要な
ものを記載した書類

（公益目的取得財産残額の算定）

.….一一第41-条一社長はT公益社団法大淀侭公益財団法大而認定等に関手畜瀝葎葹行規則~一~~一‐
， 第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取

一

得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第9章定款の変更及び解散

（定款の変更）

第42条この定款の変更は、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有す
る社員が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって決議しなけれ
ばならない｡

8
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（解散）

第43条この法人の解散は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により
解散する｡

（公益認定の取り消し等に伴う贈与）

第44条この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は、合併により法
人が消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除
く。 ）には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財
産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益
社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又
は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第45条この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議
を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に
掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章公告の方法

（公告の方法）

第46条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
により行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の社長は榛村純一、副社長は中村雄次とし、最初の専務理事

は宮川正夫とする。

3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106
条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行った
ときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の臼の前日を事業年度の末日

とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4本定款は、平成25年2月27日からこれを実施する。 （第5条法人の構成

員及び第13条開催の変更）

9
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掛川市農業協同組合普通預金
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一～一一一

掛川市掛川1183-2 昭和13年取得

推譲基本金2,448,673円

仰徳学寮

＜別表第2公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定め
ズハ法圃餉菫圭寿＃〒易芳砧lif不可旋左特岸の財産（第37条関係)>

10

建物 大講堂 掛川市掛川1183-2 平成19年12月取得

建物 仰徳評念館 掛川市掛川1183-2 昭和13年取得

建物 淡山翁記念報徳図書館 掛川市掛川1183-2 昭和2年取得

建物 薫北学舎 掛川市掛川1178 昭和13年取得

構築物 門道徳門 掛ﾉ’ 市掛川1183-2 明治42年取得

構築物 門経済門 掛川市掛川1183-2 明治42年取得 ‘

什号訓備品 書画 無尽蔵 伊藤博文書 大講堂展示

什器備品 美術品 絵画 岡田良一郎肖像画黒田清輝画大講堂展示

ｲ十器備品
=fl芹旦 鐘両 琴雇驍義蒲序.十： 肖像画 大講堂展示

什器備品 美術品 像 二宮尊徳坐像 犬講堂展示

什識甫品 美術品 像 冤宮尊徳像 大講堂展示

什器備品 美術品 像 宇鳥宮金次郎像 大講堂展示

什器備品 美術品 像 二宮先生村民表彰像 中庭展示

什器備品 美術品 掛軸 23幅 報徳図書館展示

財産種別 場所・物量等



3-8-f-/3

公報発第47号

令和4年3月11日

公益社団法人大日本報徳社

個人社員各位

公益社団法人大日本報徳社

社長鷲山恭彦

鮴
令和4年度公益社団法人大日本報徳社個人社費納入について(お願い）

（御
春風の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
日ごろより、報徳社運動の推進につきましてご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げま

す。

さて、令和4年度の社員総会を3月11日(金)に開催し、 「令和4年度事業計画。予算」が
認められ、社費につきましては昨年と同額にさせていただくことになりました。
つきましては､誠iこ恐縮ですが6月30日(木)までに個人社費(年会費)のご納入をお願

いいたします。

本状と行き違いでご納入いただいた場合には、お詫び申し上げます。

記

1個人社費 10,000円 （報徳誌年間購読料含む）

2納入期日 6月30日(木）

※社費納入の際に発行される「控え」をもって、会費納入の領収書に代えさせてい
、ただきます。領収書の発行を希望される方はご連絡連絡下さい。

公益社団法人大日本報徳社

専務理事■■■■■

事務局長■■■■
電話：0537-22.3016

FAX:0537-23-5523

I

Q
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弓需77~］

書支出証拠

胃頓派名・議員氏名 目魚2又弔倹舜

割/鍋〔黙

錘 :号

経費項目 調割畷.研修費.広聴広籟.琵謝誇瀧債･会議･資料l賊費･熱購蹟錘義瀞漬･人讃

内 容 事務所電話科．

年月 日 令和4年5月27日～ 年 月 日 金額 4141円

－

目的
丙■寺一㎡■＝ーー 一 ~
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謂求先氏名

増田享大様

:棟番号 一

|■■■■■■■■■■

2022年5月ご請求分

金額(円）

￥8, 283-

受取人

1面ファ ｲﾅﾝｽ株試驫

お問合せ先 (無料）

0800-3335550

哩塔ダ
np x団妊貼付柵

政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b）

8,283円

1／2

50% 4,141円
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様式第1－1号
訶壼□

書支出証拠

議員氏采

政務活動費支出額G×b)案分率①）

l/1

領収書錘(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである
1,974円1帥％1,974円

整理菅
ロ

ー写

経費項目 譲り鰐･硯自費･睡診･蕊調靜嗣脅･雫･静H癖･爵臓磧･事務費･事翻漬･人件費

内 容 予算箇所表郵送料

年月 日 令和4年5月27日～ 年 月 日 金額 1,974円

目的
f~r-lと閑~9つ.'再邦痙ムム、丙竜澪vL-f今引弧ソ’bJf詞

使途
予算箇月T表郵送料

政務活動・

県政との

関連性

県の予算やその執行状況は県民の生活に直詰しており､それを児氏回云えっｰとﾔﾖ軍¥､a

要な活動である。
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様式第1－2号

一§壼三、

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名。議員氏名自民改革会議・増田享大）

華理番号

経費項目

内 容 NPO法人fa.n地域医療を育む会年会費

年月 日 令和4年5月29日～ 年 月 日 金額 2,000円

－－

会の趣旨．

目 的

地域住民が安心して生活していく上で欠力竜､ことのできなが地域医療体制を考え、医療や

健康に関する市民目線での普及啓発を通じて、地域の保健・医療及び福祉の向上に寄与す

る。

会の活動

内容等

少…ﾛへ宛、雨異＝ノ壁』訂E”、曹一I汐IJI岸、 ■ Jｰu曹〆…画v,凹〆uq夕壱 ロ U 〆 ／〆』 一一叩ダハ、ｰ型一目卿~、凹丁訂J一

の開催

堅q力1口翠

県政との

関連性

〆Ⅱ、QーローPロ、~一、脚ﾛ胃Fザザプジ、一三マーー~､一』も一一F■間一一…~ ■ ローーー ーー－．－マリーーロー ーーーーーロ穴 ﾜ ｰ

けた取り組みを進めている。

く領反譲鎭控茎一一

領収証

一寅一ヂママーー■一一= ■,ロニーー ロ ロr 一一五一甲 ロ ーロー ■一一ヨデヨー戸一一＝ー一■令一一一＝一一P－T一尚一一司干一旺一F一一I

増田享木

¥z_o｡｡‐★

正会豊内訳 但

現金

に鼎年5-月ユイ日小切手 ／

手形 / 登録番号

消費税(10%)

消費税(8％）

内税額計

0

噌議

様 No.

上記正に領収いたしました

■①■

地域医療を育む
由、ロー■＝ や 二重 ■－■■ ■ = 一一二－塁－÷Ln ■ ■ 、 e ､ ＝一■と ＝ 一 ローー-ー‐ ■ 一口■■｡ ママ 9 ー 口 賭

※添付書類:団体の会則一の他(た縦 ）
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I

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,000円

案分率(b)

l/1

1帥％

政務活動費支出額(a×b)

2,000円
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第5章絶会
, じめ指名した順序によって､その蔵務を代行する｡

､ 4三事は､碧事会を構成し､この窪の定め及び理本会の殿決に基づき､この法人の業務を執行する･
ゴ

‘ 5監亭は、次に掲げる“を行う･
勺 (1)室亭の柔穰執行の状況を監交すること｡

（2） この法人の財産の状況を錘すること｡

（3） 前2号の規定による監査の結果､この法人の乗務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは
定款に違反する正大な事実があることを発見した場合には､これを総会又は所輻庁に報告すること･
（9前号の報告をするため必要がある場合には､総会を招築すること｡
（5）皀専の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について､理事に意見を述べ､若しくは理事
会の招集を減狩ること･

（任期等）

第15条役員の任期は､ 2年とする｡ただし､再任を妨げない。
z前項の規定にかかわらず､後任の役員が選任され；ていない場合には、任期の末日後最初の緯会が綴
諾するまでその癖を伸長する｡

3補欠のため､又は堀貝によって欧任した役員の任期は、それ'ぞれの前任者又は現任者の任期の戎存
期間とする.

4役員は、辞任又は任期澗丁後においても､後任者が此住するまでは､その職務を行わなければなら
ない。

（欠員槍充）

第16条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充
しなければならない.

蠕田

第17条役員が次の各号の－に該当するに至ったときは､捻会の忌決により､これを解任すること歩
できる．この壜合、その役貝に対し､謹決する前に弁明の椴会を与えなければならない｡
〔l）職務の遂行に堪えない状況にあると認められるときﾛ
（2）職務上の韓務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき｡
（報酬等）

第18条役員は､その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる｡
2役員には､その職務を執行するために要した受用を弁償することができる｡
3前2項に関し必要な唖は､総会の窪決を径て、理事長が別に定める｡
畷員）

第19条この法人に、亭濫局長その他の環員を匠くことができる｡
2職員は､三事長が任免する｡

（種別）

第20条この法人の総会は､通常緯会及び且時絶会の2画とする｡
（栂成）

第21条捻会は､正会員をもって桐成する｡

（権鮨）

第22条斡会は、以下の事項について鮭決する．
（1） 定款の蚕軍

（2）解散

（3）合併

（4） 事案計画及び活動予算並びにその変更

⑤亭案報告及び決算

（6）役貝の迩窪は解任、露及び慧園

（7） 会長の額

（8）借入金（その軍柔年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く｡第48条において同じ｡）
その他新たな蛙務の負担及び権利の放棄

（9） 事務局の組織及び迎営

（10）その他浬営に関する重要事項

（開悩

第23条通癖会は､毎事業年度1回開偶する｡
2匪時絶会は､欧の各号の一に該当する襲合に認侭する。

（1）理塞が必要と認め招集の請求をしたとき｡

（2） 正会員総数の2分の1以上から会睾の目的である河を記唾した害面をもって招集の賄求があ
ったとき．

(3) 第14桑第5項第4号の規定により､監亭から招築があったとき｡
（招梨）

第24条総会は､第23条第2項第3号の場合を除き､理事長が招集する。
2理事長は、第23条第2項第ﾕ号及び第2号の規定による鯖求があったときは、その日から知日以
内に図時総会を招集しなければならない｡

3総会を招鍛するときは、会霊の日時、邑玩目的及び審詫輻を配載した書面をもって、少なくと
も5日前までに通知しなければならない。

“長）

第25条絶会の畦長は､その総会において､出席した正会員の中から這出する｡
（声鼠斡1

第26条総会は、正会員総数の2分のﾕ以上の出席がなければ開会することができない。
（謹決）

第27条絶会における践決事項は､第24桑第3収の規定によってあらかじめ通知した秤とする｡

－4－
一旬一

のとし、理事長は､正当な理由がない限り､入会を囲めなければならない｡

3理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに､理由を付した麺をもって本人にその
旨を通知しなければならない｡

（会費）

第8条会貝睦総会において別に定める会費を納入しなければ姪らない。
（会員の寅柊の宴剣

第9条会貝が次の各号の一に該当するに至ったときは､その資格を裏失する｡
（1）退会届の提出をしたとき｡

②本人が死亡し､又は会員である団体が荊滅したとき。

（3）輝線してﾕ年以上会賓を滞納したとき｡

（4） 除名されたとき｡

（退会〉

第10条会員は､理事長が別に定める退会届を理享長に提出して､任意に退会する里とができる｡
（除名）

第11条会員が次の各号の－に該当するに至ったときは､終会の瑳決により､これを除名することが
できる．この器合､その会員に対し､羅決の前に弁明の橿会を与えなければならない｡
（、この定飲辱に違反したとき｡

（2） この法人の名誉を傷つけ､又ば目的に反する行為をしたとき｡

NPO法人r,an‘地域医療溌育む会定款
0

第1章総則

（名詞

第1条この法人は､NPO法人f･唾匹地域医療を育む会という｡
（事務所）

第2条この法人は､主たる亭務所を静岡県掛jl l市に回く･

第2章目的及［嘩業

（目的）

第3条この法人は､中東運地域住民が安心して生活していく上で欠かすことのできない地域医寂体制
を考え､住民自らが健康の1陰持増進を図り､医療等に関する関心を哀めるとともに医療､健康､
福祉、介瞳との牌を深め､地域保健･医療及び福祉の増進に寄与することを目的とする｡

（特定非営利活勵の種鋤

第4条この法人は､その目的を達成するため､次に掲げる程頚の特定非営利活動を行う｡
（1）保健､医家又は福祉の増辿を図る活動

②まちづくりの推池を回る活動
（3）地域安全活動

（…

第5条この法人は､その目的を達成するため､次の亭業を行う｡
(1) 特定非営利活動に係る事案
①地域医療に関する啓発･構報発信事業
“域医痕に関する学習会閲似事桑
③その他､法人の目的達成のために必要な事案

第4軍役員及び職貝

〈種Z｢｣及び定散）

第12条この法人に次の役員を置く.

（1）理事5人以上

②琴ﾕ人以上

2理事のうち､ ｴ人を理壽長､ ｴ人以上2人以内を副理事長とする．

（退任等）

第z3条理事及び監専は、総会において週任する．
2理事長及び副理事長は､琴の互選とする.

3役風のうちには､それぞれの役員について､その配偶看若しくは3親等以内の親族がﾕ人を超えて
含まれ、又は当鮫役貝並びにその配偶者及び3肌埣以内の親族が役員の総数の3分のユを超えて含ま
れることになってはならない。

4監事は、理事又はこの法人の載貝を兼ねることができない.

（応葛）

第14条理事長は.この法人を代衰し､その粟麓を約理する.
2理事長以外の理事は、法人の裳麿について､この法人を代衰しない．

3副理事長は､理事長を宿佐し､理事長に事故あるとき又は至事長が欠けたときは､理亭長があらか

第3章会貝

(孟月1）

露6条この法人の会員は､扶の2種とし､正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法jという.）
上の仕貝とする､

（1） 正会貝この法人の目的に貸同して入会した個人及び団体
②賛助会貝この法人の本業を黄肋するために入舎した個人及び団体
．(稽）

第7象会員の入会については､特に条件を定めない・
2会員として入会しようとするものは､理享受が別に定める入会申込香により､理事受に申し込むも

－2－
－1－



、

第7章寅産及び会計
第8章定敦の変更､解散及び合併

（資産の構成）

寺 第38条この法人の資産は､欲の各号に掲げるものをもって構成する｡
（1） 改立の時の財産目録に記載された資産

（2）会費

（3） 寄付金品

（4）財産から生じる収益

（5）事業に伴う収益

（6） その他の収益

（資産の区分）

第39条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のﾕ種とする｡
〔資産の管理〕

第40条この法人の資産は､理事長が管理し､その方法は､総会の藍決を経て、理事長がzlに定める｡
（会計の原則）

第41条この法人の会計は､法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする｡
（会計の区分）

第42条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に閨する会計の1種とする｡
〈事業計画及び予算）

第43条この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し､総会の議決を軽なければなら
ない。

（暫定予算）

第坐条前条の規定にかかわらず､やむを得ない理由により予算が成立しないときは､理事長は､理
事会の議決を経て､予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を露じることができる｡
2前項の収益奏用は､新たに成立した予算の収益費用とみなす。
（予算の追加及び更正）

第45条予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更
正をすることができる｡

〈事業報告及び決算）

第46条この法人の事業報告書､活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は､毎
事業年度終了後､速やかに､理事長が作成し､監事の監査を受け､総会の詮決を経なければならない。
2決算上剰余金を生じたときは､次亭案年度に繰り越すものとする｡

〔ま年度）

第47条この法人の事業年度は､毎年4月ﾕ日に始まり翌宇3月3ｴ日に終わる｡
（臨椴の措置）

第鯛条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の
放棄をしようとするときは､総会の議決を経なければならない｡

（定駄の変更）

第49条この法人が定款を変更しようとするときは､総会に出席した正会員の4分の3以上の多数に

よる謎決を経､かつ､法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所語庁の認征詮得な

ければならない。

（1） 目的

（2） 名称

（3） その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る亭案の種類

（4） 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を伴うものに限る）

（5）社員の資格の得喪に関する事項

（6）役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く）

（7） 会醸に関する事項

（8） その他の事業を行う塔合における､その種類その他当該その他の事業に関する事項

（9）解散に関する函銭余財産の帰属すべき事項に限る）

（10）定款の変更に関する事項

（解鋤

第50条この法人は､欧に掲げる事由により解散する｡

（1） 麓会の決潅

（2） 目的とする特定非営利活勵に係る亭檗の成功の不能

（3） 正会員の欠亡

（Q合併

（5）破産手綻き開始の決定

(6) 所餡庁による殿立の認証の取消し

2前項第ﾕ号の事白によりこの法人が解散するときは､正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれ

ばならない｡

3第1項第2号の事由により解散するときは､所轄庁の認定を得なければ芯らない。

鱗余財産の帰属）

第51条この法人が解散〈合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く｡）したときに残存する財

産は、法第ﾕｭ条第3項に掲げる者のうち､解散の時点における総会において証決された者に震渡す

るものとする。

（合併）

第52条この法人が合併しようとするときは､総会において正会員総数の4分の3以上の諺決を経､

かつ、所轄庁の認証を得なければならない｡

第9軍公告の方法

－8－
－7－

、

4
1

命 2総会の醸事は､この定款に規定するもののほか､出席した正会員の過半数をもって決し､可否同数
のときは､銭長の決するところによる｡

ヤ 3評又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合に鐙いて､正会貝の全員が審面に産
輌 り同意の意思表示をしたときは､当該提案を可決する旨の総会の決證があったものとみなす。

（表決権等）

第28条各正会員の衰決権は､平等なるものとする｡
2やむを得ない理由のため総会に出席でぎない正会員は､あらかじめ通知された事項について書面を
もって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を蚕任することができる｡
3前項の規定により表決した正会員は､第26条､第27条第2項､第29条第1項第2号及び第49条
の適用については､総会に出席したものとみなす。

4謹会の議決について､特別の利害関係を有する正会員は､その議事の議決に加わることができない。
（睦亭録）

第29条総会の鴎事については､欲の事項を毘載した議事録を作成しなければならない｡
（1） 日時及び場所

②正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては､その数を付配す
ること｡）

（3） 審藷報

（4）議事の経過の擬要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、鮭長及びその会詮において選任された鮭亭録署名人2人以上がE己名押印又は署名しな
ければならない｡

3前2項の規定に関わらず、正会員全員が番面により同意の意思表示をしたことにより､総会の決議
があったとみなされた場合においては､次の錘を記載した譲亭録を作成しなければならない｡
（ｴ） 耗会の決議があったものとみなされた事項の内容
（2）前号の麺の提案をした者の氏名又は名称
（9） 総会の決鑑があったものとみなされた日

（4） 詮事録の作成に係る職務を行った者の氏名

（開催）

第32条理＝は､次の各号の一に咳当する場合に開催する｡

（1）理事長が必要と認めたとき｡

（2）理事総数の2分の1以上から会謹の目的である事項を配載した書面をもって招集の請求があっ

たとき。

（3）第14条第5項第5号の規定により､監事から招集の暗求力【あったとき。

（招姻

第33条.理轄は､理事長が招集する｡

2理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による読求力§あったときは､その日から30日以内に理

事会を招築しなければならない｡

3理事会を招集するときは､会諺の日時、場所､目的及び審躍事項を記域した書面をもって､少おく

とも10日前までに通知しなければならないﾛ

（議長〉

第34条理轄の睡長は､理事長がこれに当たる｡

（醸決）

第35条理事会における窪決事項は､第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した亭頂とする｡
2理事会の議事は､理率総数の過半数をもって決し､可否同数のときは､謎長の決するところによる｡

（表決権等）

第36条各理事の表決権は､平等雄るものとする｡

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された轌について書面を

もって表決することができる｡

3前項の規定により表決した理事は､第35条第2項及び第37条躯エ項第2号の適用については、理

轌に出席したものとみなす。

4理事会の醸決について､特別の利害関係を有する理事は､その議事の訟決に加わることができない。

（睦亭録）

第37条理率会の議事については､次の事項を記駁した謎事録を作成しなければならない｡
（1） 日時及び場所

（2）理事総数､出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては､その旨を付配すること｡）

（3）審議事項

“戯事の経過の掻要及び騒決の結果

(5)躍事録署名人の選任に関する蕊

2睡喜録には､鴎長及びその会露において適任された鮭亭録署名人2人以上が記名押印又鍔名しな

ければならない｡

第6章理事会

（構成）

第30条理事会は､理事をもって構成する｡
（権能）

第31条理事会は､この定款で定めるもののほか､次の瘤を蹴決する｡
（1） 総会に付鮭すべき悪

（2） 総会の羅決した事項の執行に関する麺

(3)その他総会の諺決を要しない会務の執行に関する唖

侭

一｡ー
一目一
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（公告の方法）

第53条この法人の公告は､官報に掲載して行う｡ただし､法第28条の2第ﾕ項に規定する貸借対照

表の公告については､内閣府NPOボｰﾀﾙｻｲﾄに掲戦して行う｡

一

第10章雑則

（細則）

第54条この定款の施行について必要な細則は､理事会の織決を経て、理事長がこれを定める｡

附則

l この定款は､この法人の成立の日から施行する｡

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

f

理事長

副理事長

理誰

同

同

監事

同

3 この法人の設立当初の役員の任期は､第15条第1項の規定にかかわらず､成立の日から平成31年

3月31日までとする｡

4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるとこ

ろによるものとする｡

5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成30年3月31

日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会妥は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 正会員会費 2" 000円(1年間分）

（2） 賛助会員会費（個人) 1R 500円(1口以上) (1年間分）

賛助会員会費（団体) 1p5, 000円(1口以上) (1年間分）

－9－



様式第1－1号
三燕宝．

書支出証拠

箒眞 謝

H頁収書貝剖寸下

ロ
吟
国
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「
ぬ
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寸
唾
己

昌
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伽
侶
埠
騨

三
瞑
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〉
雨
弐
し
へ

塒
創
晨

零
隠
娼
呪
牒

侭
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盤
洵

咋
田
細

政務活動費支出額い×b)案分率&）

1/1

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである
1,934円1帥％1,934円

整理 昏号

経費項目 諏霞弼讃.研彦費.蝿広潅.癖f鮮號鱸･雫･野H鰄費･…･事溌費･事翻潰･人#蹟

内 容 聖教新聞購読料

年月 日 令和4年5月31日～ 年 月 日 金 額 1,934円

目:鞄
公ﾘﾖ冗の土壺・預勇〃・ 』忌兄j寺uﾉ÷ﾍﾉ､延人塵し/'~刀、疹迅 ’1－．~画豈~ー,～′ ｰ"”． '"~ー.‐

使途
令和4年4月分購読料（＠1,934）

●》
》
峰

I別型'一国「J1ー円シロノシー、＝､ノーーー一戸 ・ ・ 一一一 ‐

多くの党員鑑員も存在し､それらの霊苓意見を学び県政の施策展開の参考とする。

寺
ｍ
ｍ
・
胃

謡｜

副
戸ｼ､1
■箏吋型I

話1
，生ぎ､1

.､いI

胃

守
師
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《
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誰…1

謝

蕊
渕蒋" 』則



様式第1一-1号
薬理番号 ’ 3-8-5-ﾕ3

書支出証拠

言音民…蓋雲一員I

政務活動費支出額也×b)案分率(b)

1／2

領収書金額も）案分の理由

後援会活動を含むため

按分する
1,550円50％3,100円

経費項目 諏罰暁費.研爆.広聴“､蕊調誇嗣潰･筆･資料f鱸･…･事譲･事翻漬･人f積

内 容 新聞購読料

年月 日 令和4年5月31日～ 年 月 日 金額 1,550円

目的
県政に関する情報収集

使途
令和4年5月分購読料

政務活動。

く領収書貼付枠＞

－■■■■驚雲2022年5月分領収証発証No

:増田たかひろ(事)様
彗g

F燕蓋司雫F話呵罵煎
騨
詮］

態
熱

講
親

溌
隷

豊※は軽減税率対象 （消畏税込み）
鍵

慰霊課辱藪蔦蕪諏〕駕驚藤龍
凝
1窒

藩

驚

駕篇聯斬
:号;
更、

淵
U

『鼎

g TELO537-24-4811唇 TELO537－24－4811
騨

評毒･建壬誇露雛斡雰誘潔溌藍騨譲憩雲麓罐醗霧雰誰世溌醗離慧雷藍態窪蕊瀧罐讓巽饗経蕊蕊讓蒙坐

たかひろ

※は軽減税率対象
(消長税込み）

毎度ご附読有難うございます

'一記全額正に領収致しました

(有)風間新
4－6

－4811
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様式第1－1号

支出証拠書 一

（会派名・議員氏名自民改革会議･増田享大）

■■■■■■■■■■■■■■■■■
雷面■醸口薗画■ﾛ■■■■■■■■■■■■鰹

圏昌昌騨■画画画画画画口昌呂昌昌昌昌呂鵠函
顧画＝ーー■ﾛ■■ﾛ■■■■■■■■■■F…
薗画■F言‘ー画画■■■■■■■■■■■■■画

■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■
■■

経費項目 識癖.研修費.醗嬬･霊端諦鱸･鐸･齢H露･舞臓入費･事藺讃･謡濡漬･“

内 容 事務員雇用

年月 日 令和4年5月31日～ 年 月 日 金額 25,000円

目的
政務活動補助を行う事務員雇用

使途
令和4年5月分人件費

政務活動

県政との

関連性

●

案分の理由

後援会活動を含むため

按分する

領

一一

収書金額(a)

50,000円

～J司手、Uノ

1／2

50％

…日…鍵へ閂1鐸、い"､ロノ

25,000円



1－4号様式第

(自動車燃料代）

（会派名。議員氏名

支出証拠書

）･増田享大自民改革会議月分】【 5
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政務活動費支出額(a×け案分率⑥領収書金額(a)案分の理由

後援会活動

め案分する

1／4を含むた私用
4706円25％18,824円

整理 :号

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回6蔓近か給油B 総蔀E"C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行群 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×君丁f雛6m）

※領収書による充当方式

･積上げ誌 ：領収書金額（円)x走f1灘伽)/総走行距離(環巳C)")
､孝空限匿割合#戸主活窒令gFI1W書今額（再）×充当限度割合

遇趣(km) 積算方法※

18円× km/ -km

充当額（円）

47帖

＜支払証明>上記のとおり支払った(充当した）ことを証明しますも 議員氏名 増田享大


